
居宅介護支援重要事項説明書 
（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 
電話 077-568-2415 080-5112-6256 （午前 8：30～午後 5：30） 
担当 介護支援専門員・主任介護支援専門員（担当者名 岸本眞理子） 

担当者が以下の内容について説明させていただきます。 
   ＊ご不明の点は、何でもお尋ねください。 

2．居宅介護支援事業所の概要 
（１）事業所名等 

事業所名  岸本ケアプランセンター 
所在地 〒525-0002 滋賀県草津市芦浦町 46 番地 1 
介護保険指定番号 2570601795 
通常の事業の実施地域 草津市 
＊ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 
 

（２）事業所の職員体制 
 資格 兼務 専従 業務内容 計 

管理者    

 
主任介護支援専門員 
 

１名  職員管理、施設管理 
 

１名 

 主任介護支援専門員 
介護福祉士 

1 名  相談業務、地域支援 
給付管理業務 

1 名 

 事務職員（非常勤） 
看護師 

 １名 給付管理業務、必要な事務 1 名 

 事務職員（非常勤） 
IT 技術者 

 １名 システム管理、ホームページ運

営等 

1 名 

 
（３）営業時間、営業日 

営業時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 
営業日 祝日を含む月曜日から土曜日(12 月 29 日から 1 月 3 日までは除く) 
常時、管理者及び担当者が携帯電話等により連絡を取ることができる 24
時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて本人等の相談に対応する体制

を確保しています。（携帯番号は 080－5112－6256）             
 

3．居宅介護支援事業の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 
電話又は来所にて居宅介護支援の希望を受けて、後日訪問又は面接をしま

す。 介護認定が必要な場合は申請代行を行い、利用者および家族の希望

に沿って居宅サービス計画を作成します。利用者及び家族の同意を得た上

でサービス提供事業者への連絡調整を行います。介護保険サービスを利用



する場合は、サービス担当者会議を利用者・家族・各サービス提供者と行

い、サービスが開始されます。 
４．利用料金等 
（１）利用料 
  要介護認定を受けられた方は、全額給付されますので自己負担はあり

ません。 
＊ 介護保険料の滞納等により、10 割給付ができなくなった場合、1 ヶ月

につき要介護度に応じて、下記の金額を頂き、当事業所から指定居宅

介護支援提供証明書を発行いたします。この指定居宅介護支援提供証

明書を各市町村の窓口に提出しますと、全額の払い戻しを受けること

ができます。 
               

 取扱い件数 要介護１・２ 要介護３・４・５ 
指定居宅介護支援費（Ⅰ） ４５件未満 11,620 円 15,097 円 
指定居宅介護支援費（Ⅱ） ６０件未満 5,820 円 

 
7,532 円 

 指定居宅介護支援費（Ⅲ） ６０件以上 3,488 円 4,515 円 
 
  ＊ 加算・減算（１ヶ月分） 

初回加算  3,210 円 新規利用または要介護度２段階以上変更の場合 

入院時情報連携加

算(Ⅰ)(Ⅱ) 
(Ⅰ)2,140 円 
(Ⅱ)1,070 円 

病院または診療所に入院時、当該病院等の職員に

対し、利用者に関する必要な情報の提供を行った

場合.(Ⅰ)訪問 (Ⅱ)訪問以外の方法 

退院・退所加算 

(Ⅰ)ｲ 4,815 円 
(Ⅰ)ﾛ 6,420 円 
(Ⅱ)ｲ 6,420 円 
(Ⅱ)ﾛ 8,025 円 
(Ⅲ)9,630 円 

病院・施設から退院・退所時、病院等の職員と面

談し、利用者に関する必要な情報の提供を求め、

その他連携を行った場合、入院等期間中３回まで

可能。＊初回加算を算定する場合はなし。 

緊急時等居宅カン

ファレンス加算 2,140 円 

病院または診療所の求めにより当該病院又は診療

所の職員共に利用者の居宅を訪問しカンファレン

スを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調

整を行った場合。一月に２回限定。 
 
（２）交通費 

前記２の（１）の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 
 それ以外の地域の方は、介護支援専門員がおたずねするための交通費 
 の実費が必要です。（通常の事業の実施地域を超えた地点より２０km

未満を無料とし２0km を超えると一律往復 600 円を請求させて頂きま

す） 
（３）複写料 

    指定居宅介護支援の提供に関する記録の複写物の交付かかる費用につ



いては無料です。 
（４）解約料 

    居宅介護支援の契約の終了については、利用者、事業者とも文書にて

解約の意思を通知することで、解約することができます。解約にかか

る費用は無料です。 
 
5．居宅介護支援サービス提供にあたって 

（1）介護支援専門員は、本人に対して、ケアプランに位置付けるサービス

の内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行い

ません。 
（2）本人は介護支援専門員に対して下記の説明を求めることが出来ます。 

    ①ケアプランに位置付けるサービス提供事業所について、複数の事業

所の紹介を求めることができます。 
    ②当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。 

（3）本人から上記(2)の説明を求められた場合は、介護支援専門員は利用者

や家族に対し理解しやすいように説明を行います。 
（4）本人および家族は、本人が医療機関に入院した場合には、担当の介護

支援専門員の氏名および連絡先を入院医療機関に伝えていただくよう

お願いします。                                                                         

 
6．当事業所の居宅介護支援の事業の目的と運営方針と提供方法等 
（１）事業の目的 

    要介護者等の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環境、

要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する介護サービス等の

種類及び内容等について、居宅サービス計画を作成します。また居宅サ

ービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、各サービス

事業者等との連絡調整やその他の便宜の提供を行うとともに、要介護者

等が介護保険施設の入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介等の

便宜の提供を行なうことを目的とします。 

 

（２）運営方針 
本人が要介護状態になった場合においても居宅において可能な限り、

有する能力に応じ自立した日常生活が送れるよう支援します。本人の

選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的、

かつ効率的に提供されるよう配慮いたします。 
 
（３）提供方法 



事業所は本人の委託を受けて、介護保険法の趣旨に従って本人の居宅

を訪問し、本人および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題

を把握します。課題分析等は、居宅サービス計画ガイドラインに則り

おこないます。 
居宅サービス計画原案の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が

確保されるよう、居宅サービス提供事業者とサービス担当者会議を実

施して連絡調整をします。 
居宅サービス計画の原案にある指定居宅サービス等について保険給付

の対象となるか否かを区分し、その種類、内容、利用料について本院

及び家族に説明します。 
居宅サービス計画作成後、担当の介護支援専門員は、本人およびその

家族と毎月連絡を取り、訪問して経過の把握に努めます。居宅サービ

ス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事

業者等との連絡調整を行います。本人の状態について定期的に再評価

を行い、状態変化等に応じて居宅サービス計画の変更の支援や、要介

護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。 
 

（４）介護支援専門員  
事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を本人のサービスの担当

者として任命する。その選定または交代を行った場合は、本人にその氏

名を通知します。介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出くだ

さい。 
 

（５）介護支援専門員への研修は、年２回以上実施しています。 
 
7．秘密保持 
（１）事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供

する上で知り得た本人およびその家族に関する秘密を正当な理由なく

第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 
 
（２）事業者は、本人から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者 

会議等において、本人の個人情報を用いません。 
（３）事業者は、本人の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。 
 
8．事故発生時の対応 

（１）本人に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速



やかに市町村、本人の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じ

ます。 

 （２）本人に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した 

場合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、事業所の責に帰す

べからざる事由による場合は、この限りではありません。 

 
 
9．サービス内容に関する苦情 
（１）当事業所お客様相談・苦情担当 

 担 当 岸本 眞理子 電 話  077-568-2415 
FAX  077-568-241６ 
 

（２）その他 
当事業所以外に、市町村・国保連に苦情を伝えることができます。 
草津市介護保険課：077-561－2369 
滋賀県国民健康保険団体連合会：077-510-6605 
 

10．人権擁護・虐待防止 

     当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を配

置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修の機会

を確保しなければならない。高齢者虐待防止の推進を具体的に図る為、

虐待の発生・再発の防止のための委員会の開催や指針の整備、研修を

実施するものとする。 

(１)虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活 

用にて行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、

その結果について従業者に周知徹底を図る。 

(２)虐待防止のための指針の整備 

(３)虐待を防止するための定期的な研修の実施 

(４)前 3 号に揚げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

 

    当事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者

家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利

用者を発見したした場合は、速やかに、これを市町村に通報するも

のとする。 

 

11．認知症に係る取組 

     介護サービス事業者の認知症対応力の向上と本人の介護サービスの



選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取

組状況について、介護サービス情報公表制度において公表する。 

12.業務継続計画の策定等 

当事業所は、感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対する

指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

     ２、事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

     ３、事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

13．感染症対策の強化 

     当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに、次の各号に揚げる措置を講じるものとする。 

１，事業所における感染症の予防及びまん延防止ための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる。）をおお

むね 6か月に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護支

援専門員に周知徹底を図る。 

２、 事業所における感染症の予防及びまん延防止ための指針を整備

する。 

 

14．非常災害発生時の対応 

     当事業所は、非常災害発生の際にその事業を継続することができる

よう、他の社会福祉施設と連携し、協力することができる体制を構築

するよう努めなければならない。また、感染症や災害が発生した場合

であっても、利用者に必要なサービスが安定的、継続的に提供される

体制を構築するため、事業継続計画等の策定、研修の実施、訓練（シ

ミュレーション）を実施するもとする。 

 

15. 身体拘束 

     当事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を

制限する行為（以下「身体拘束」という。）は行わない。やむを得ず

身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記載するものとする。 

 



16．暴力団排除 

 （１）当事業所を運営する法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は

暴力団員ではありません。 

 （２）当事業者は、その運営について、暴力団員の支配を受けません。 

 

17．当事業者の概要 

名称 岸本ケアプランセンター 
代表者役職・氏名 管理者 岸本眞理子 
事業所所在地 〒525-0002 滋賀県草津市芦浦町 46 番地 1 
電話番号 TEL 077-568-2415  FAX 077-568-2416 

事業所 居宅介護支援事業所 
 

 


